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第53巻第4号 掲載

本号掲載

3.日 本多国籍企業の技術戦略進化に関する実証分析

3-1.ア ンケ ー ト調 査 の 概 要

筆 者 は,2002年10月1日 か ら10月31日,11月20日 か ら12月20日 の 計2回 に か

け て,「 日本 多 国籍 企 業 の 技 術 戦 略 に 関 す る ア ンケ ー ト調 査 」 と題 した ア ンケ ー
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ト用紙 を,日 本多国籍企業62社 に対 し送付 した。調査対象の62社 は,神 戸大学

経済経営研究所が1983年 に独 自に選定 した 「日本の主要多国籍企業」をベース

としている(表6参 照)。 そ してその結果,最 終的に計27社 か ら回答を得るこ

表6ア ンケート調査の対象企業

日本の主要多国籍 企業62社

1.ア イ シ ン精 機(株)

2.旭 化 成(株)

3.旭 硝 子(株)

4.味 の素(株)

5.石 川島 播 磨 重工 業(株)

6.エ ヌ テ ィエ ヌ(株)

7.王 子 製 紙(株)

8.オ ム ロ ン(株)

9.花 王(株)

10.カ ネ ボ ウ(株)

11.川 崎 重 工 業(株)

12.川 崎 製 鉄(株)

13.キ ャ ノ ン(株)

14.(株)ク ボ タ

15.(株)神 戸 製鋼 所

16.光 洋 精 工(株)

17.コ ニ カ(株)

18.(株)小 松 製作 所

19.三 洋 電 機(株)

20.シ ャ ー プ(株)

21.(株)ジ ャパ ンエ ナ ジー

22.新 日本 製鐵(株)

23.ス ズ キ(株)

24.住 友 化 学工 業(株)

25.住 友 金 属工 業(株)

26.積 水 化 学工 業(株)

27.ソ ニー(株)

28.大 日本 イ ンキ化 学 工 業(株)

29.太 平 洋 セ メ ン ト(株)

30.テ ィー デ ィー ケ イ(株)

31.帝 人(株)

32.(株)東 芝

33.東 ソー(株)

34.東 洋 紡 績(株)

35.東 レ(株)

36.ト ヨ タ 自動 車(株)

37.(株)ニ コ ン

38.(株)ニ チ ロ

39.日 産 自動 車(株)

40.日 本 鋼 管(株)

41.日 本 水 産(株)

42.日 本 精 工(株)

43.日 本 電 気(株)

44.日 本 ビ ク ター(株)

45.パ イ オニ ァ(株)

46.(株)日 立 製作 所

47.富 士 通(株)

48.ブ ラザ ー 工 業(株)

49.(株)ブ リヂ ス トン

50.古 河 電 気 工 業(株)

51.本 田技 研 工 業(株)

52.松 下 電 器 産 業(株)

53.マ ツ ダ(株)

54.マ ルハ(株)

55.三 井 金 属 鉱 業(株)

56.三 菱 化 学(株)

57.三 菱 重 工 業(株)

58.三 菱 電 機(株)

59.ミ ノ ル タ(株)

60.ヤ マハ(株)

61.ヤ マハ 発 動 機(株)

62.(株)リ コー

(原 注)神 戸 大 学 経 済経 営 研 究所 は,「 日本 の主 要 多 国籍 企 業 」と して62社 を,1983年 に選 定 。

当研 究 所 が 設 定 した 日本 の主 要 な多 国 籍 企業 の採 択 基 準 は 以下 の通 り。① 証券 市 場

第1部 上 場 企 業 の 申,1982年 に お け る 売 上 高1,000億 円以 上 の も の,②5力 国以 上

に対 して海 外 直 接 投 資 を実 施 してい る企 業,③ 海 外 投 融 資残 高50億 円 以 上 保 有す る

企業 。

(注)神 戸大 学 経 済経 営 研 究 所 多 国籍 企 業 デ ー タベ ー ス(東 洋経 済 新 報社 『海外 進 出 企 業 フ ァ

イル デ ー タ』)を 利 用 。

(出所)「 多 国籍 企 業 デ ー タベ ー ス」 ホー ム ペ ー ジ よ り(URLhttp://www.rieb.kobe-u.ac.jp

/doccenter/takokuseki/kigyou62/kigyou62.html)。
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とがで きた(回 答率43.5%)。

今回の調査では,そ の質問内容 を大きく「技術開発戦略」に関するものと 「技

術管理戦略16)」 に関するもの とに分類 し,該 当する年代 を回答 してもらう形

式 を採用 した(表7参 照)。 また,質 問11と22に おいては,単 なる記号での回

答ではなく,各 社オリジナルの技術戦略について自由記述をお願い した(全 回

答 企 業27社 中,質 問11に つ い て は3社,

得 られ た)。

質問22に ついては2社 からのみ回答を

表7ア ンケート調査の質問内容

質問1

質問2

質問3

質問4

質問5

質問6

質問7

質問8

質問9

質問10

質問11

国内R&D拠 点の設立年代について

米国R&D拠 点の設立年代について

欧州R&D拠 点の設立年代について

アジァR&D拠 点の設立年代について

米国R&D拠 点における基礎研究の開始年代

について

欧州R&D拠 点における基礎研究の開始年代

について

アジアR&D拠 点における基礎研究の開始年

代について
「グローバルR&Dネ ットワーク」の完成年

代について

海外R&D拠 点同士による相互交流の開始年

代について
「オープンR&D戦 略」の開始年代について

貴社独自の技術開発戦略について(自由記述)

質 問12

質 問13

質 問14

質 問15

質 問16

質 問17

質 問18

質 問19

質 問20

質 問21

質 問22

知的財産権担当部門の設置年代について

知的財産権が急増 し始めた年代について

米国へのライセンシング(特 許権)の 開始年

代について

欧州へのライセンシング(特 許権)の 開始年

代について

アジアへのライセンシング(特 許権)の 開始

年代について

米国へのライセンシング(特 許権以外)の 開

始年代について

欧州へのライセンシング(特 許権以外)の 開

始年代について

アジアへのライセンシング(特 許権以外)の

開始年代について

ロイヤルティ収入が急増 し始めた年代 につい

て
「特許ポー トフォリオ戦略」の開始年代につ

いて

貴社独自の技術管理戦略について(自由記述)

(出所)筆 者作成。

16)実 際 の ア ンケー ト調査 時 に は,「APPROPRIATION」 の意 味合 い を強調 す るた め,

敢 えて 「技術 専有 戦略 」 と表 記 したが,本 稿 で は一 連の拙 論 文 との統 一性 の観 点

か ら,本 来の 「技 術 管理 戦略」 と して表 記 す るこ と としてい る。また,本 稿 で は,

技 術 管理 戦略=知 的財 産権 戦 略 と して い るが,技 術 管理本 来 の 目的で あ る 「専有

可能性 」の確 保 の観点 か らす れ ば,"イ ェール ・サ ーベ イ"で 明 らか に され た 「製

品 の先行 市場 化 に よる リー ドタイム」 や 「生 産設 備 や販売 網 な どの補完 的 な資 産

の保 有」 とい った戦 略 も,有 効 な技 術 管理 戦略 の一 つ と して 数 え られ る。 この 点

に関 して は,永 田晃 也(2002)「 知 的財 産権 」北 陸先 端科 学技 術 大学 院大学 ・知

識科 学研 究科 監修/杉 山公造 ・永 田晃 也 ・下嶋 篤編 著 『ナ レッジサ イエ ンス ー知

を再 編す る64の キー ワー ド』 紀伊 國屋 書店,を 参考 の こ と。
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3-2.日 本多国籍企業の技術戦略進化

3-2-1.日 本多国籍企業の技術開発戦略進化
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3-2-2.日 本多国籍企業の技術管理戦略進化
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図18米 国へのライセンシング(特 許権以外)の 開始年代
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図19欧 州へのライセンシング(特 許権以外)の 開始年代
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図20ア ジアへのライセンシング(特 許権以外)の 開始年代
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3-3.技 術戦略進化に関する日米比較分析

3-3-1.技 術開発戦略進化に関する日米比較分析

まずR&D拠 点の設立動向について見 ると,1950～60年 代 に国内R&D拠 点

の整備,そ して1970年 代か ら米国R&D拠 点の設立が開始 され,1980年 代後半

からの欧州を挟み,1990年 代以降はアジァでの拠点設立が本格化の兆 しを見せ

始めていることが理解できる(図3・4・5・6参 照)。

次 に,設 立 された海外R&D拠 点の機能高度化(=基 礎研究活動)に ついて

であるが,米 国においては1980年 代前半から,欧 州 ・アジアにおいては1980年

代後半～1990年 代前半から開始 していることが理解 できる(図7・8・9参

照)。

そして,最 後に今 日の代表的な技術開発戦略の原型が,ま さに1990年 代に集

中 して構築されていたことが理解できるのである(図10・11・12参 照)。

では,こ の 日本多国籍企業の技術開発戦略進化 には,か つての米国多国籍企

業のそれと比較 して,い かなる特徴が見 出されるであろうか。

まず共通点であるが,こ れはやは り海外R&D拠 点の設立展開か ら,グ ロー

バルR&Dネ ッ トワーク,そ してオープンR&D戦 略へ と続 く,技 術 開発戦略

進化のプロセスそのものが挙げ られ よう。

確かに,今 回のアンケー ト調査の質問内容自体,か つての米国多国籍企業の

技術開発戦略進化から得 られた理論的含意をベースに作成 したものであること

は事実であるが,そ れでは日本多国籍企業独 自の技術開発戦略が存在するか と

いえば,前 述の通 り,質 問11で の自由記述欄 に回答 した企業は僅か3社 であっ

た。こうした点を考慮 しても,日 本多国籍企業の技術開発戦略進化プロセスは,

やは りかつての米国多国籍企業のそれを忠実に模倣 した ものとなっている,と

言えるのではないだろうか。

しか し一方で,相 違点としては,米 国多国籍企業に比 して,日 本多国籍企業

の技術 開発戦略進化の動 きが,と くに外的成長時代に突入する直前の1990年 代

以降に急速な展開を見せてお り,今 日のグローバルなイノベーション競争に必

須 とされる様々な機能が,そ こに一気に凝縮 される形で構築されていることを
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挙げることができよう。 こうした点は,一 定のブランクを置いて順次,技 術開

発機能を進化 させていった米国多国籍企業 とは大きく異なる点であ り,日 本多

国籍企業の技術開発戦略進化の最大の特徴 として位置付けられよう。

3-3-2.技 術管理戦略進化 に関する日米比較分析

まず,日 本多国籍企業による知的財産権への取 り組みについて,見 てみるこ

ととしたい。国内の技術管理機能の整備について見ると,戦 後 日本多国籍企業

が 「1950年代以前」か ら,あ るいは1950～60年 代の高度成長期にかけて,企 業

内に知的財産権担 当部門を設置 していることが分かる(図13参 照)。 しか し,

これらの部門がその当時,余 り生産性が高い とは言えず,い わば"日 陰の部署"

であったことは,周 知の通 りである17)。

では,現 代的な意味での知的財産権担当部門として,そ の機能 を果たし始め

た年代 とは,一 体いつ頃からであろうか。調査結果によると,日 本多国籍企業

が保有する知的財産権が急増 したのは 「1960年代後半」以降,と いう結果 とな

っている(図14参 照)。 自らが出願 し,取 得 した知的財産権の急増は,い わば

知的財産権担当部門が,本 来の技術管理機能 を果たし始めた一つの証拠である

と考えられ得る。そ して,こ うした知的財産権の急増が始まった1970年 代は,

まさに新興の日本多国籍企業が,国 際的な技術競争力を急激に高め始めた時期

で もあった。

一方
,こ うした動きとは別に,日 本多国i籍企業の海外ライセ ンシング活動は,

総 じて1960年 代 とい う早い時期から開始されている(図15・16・17・18・19参

照)。

では次に,い わゆる技術料 としてのロイヤルティ収入が急増 し始めた年代は,

いつ頃からであろうか。調査結果によると,「1970年 代中頃」以降 という結果

となっている(図21参 照)。 こうしたロイヤルティ収入の急増の要因としては,

早い時期からの海外 ライセンシング活動に加 えて,1970年 代以降の格段の技術

17)こ の点 に 関 して は,丸 島儀 一(2002)『 キ ヤ ノ ン特 許 部隊』(光 文 社新 書026)光

文社,17～18頁,を 参 考 と した。
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力向上が挙げ られよう。そして最後に,外 的成長時代の技術管理戦略として注

目を集める特許ポー トフォリオ戦略では,こ ちらも意外にも 「1980年代後半」

からと,早 期の取 り組みの事実が明 らかにされている(図22参 照)。

以上が今回の調査 によって明 らか となった,日 本多国籍企業の技術管理戦略

進化の内容である。では,こ の日本多国籍企業の技術管理戦略進化には,か つ

ての米国多国籍企業のそれと比較 して,い かなる特徴が見出されるであろうか。

まず共通点であるが,や は り戦後 日本多国籍企業の技術管理への取 り組み と

して,か つての米国多国籍企業のそれと同様に,時 間の経過 とともに知的財産

管理の機能を順調に高度化 していったことが挙げられよう。その意味では確か

に,前 述の技術開発戦略進化 と同様,日 本多国籍企業の技術管理戦略進化は,

かつての米国多国籍企業のそれを基本的に踏襲 しているように思われる。意外

にも,戦 後の日本多国籍企業の技術管理活動は早期に始まり,ま た海外へのラ

イセンシング活動の歴史も長い。

しか し,転 じて相違点に目を向けると,か つての米国多国籍企業の技術管理

戦略進化には,1960年 代の内部化から1980年 代後半以降のプロパテント化への,

いわば戦略的思考の"大 転換"の 歴史が存在 していたのに対 し,日 本多国籍企

業の技術管理戦略進化 にはそうした歴史 を確認することができない,と いうこ

とが分かる。

日 ・米の多国籍企業は共に技術管理戦略上,確 かに知的財産管理の機能を進

化 させてきてはいるが,米 国多国籍企業が1985年 のプロパテント政策の実施を

その直接的な契機 として,そ の機能を一気 に高度化 していったのに対 し,日 本

多国籍企業にはそうした急展開もなく,む しろ独 自の思想 とペースで知的財産

管理機能の高度化に取 り組んできた と言えよう。

4。 日本多国籍企業の技術戦略上の問題点

4-1.日 本多国籍企業の技術開発戦略上の問題点

前述の通 り,日 本多国籍企業の技術開発戦略の進化プロセスは,か つての米
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国多国籍企業のそれを忠実に再現 した形 となってお り,こ の点では共通性が見

られる。 しか し一方で,1990年 代以降の外的成長時代か らの日本多国籍企業の

技術 開発戦略進化は,米 国多国籍企業のそれとは異な り,そ のスピー ドが一気

に加速化 されてお り,ま たその内容 もアジアを中心に非常に密度の濃い ものと

なっている。そ して,2000年 代に突入 してからも,日 本多国籍企業の技術開発

戦略進化の動 きは活発である。

例 えば,情 報サービス大手のNECや 日立製作所では,中 国でのソフ トウェ

アの開発体制強化を打 ち出している。国内での技術者不足をよそに,大 学での

情報工学教育の充実やインフラ整備によって,よ り高度なR&D活 動 を可能と

しつつある中国において,ダ イ レク トに開発 を行 うという狙いがあるとされ

る18)。なかでもNECは,2004年 度に海外の協力会社を含む世界全体のソフ ト

開発要員を,5万 人(2001年 度末時点)か ら6万 人に増員 し,そ のうち中国 ・

インドの要員は1,500人 から4,100人 になる予定であるという(この増員の2,600

人のうち,8割 以上は中国が占めることとなる)。

こうした動 きは,NECだ けでな く富士通や日立ソフ トウェアエ ンジニアリ

ングも同様であるとされ,中 国へのソフ ト開発外注は今後 も勢いを増すことが

予想 されている19)。また,NECで はアジア市場 をより重視 し,中 国,香 港,

台湾の営業 ・開発拠点の一体運営 を図るとしている。 これ らのアジア地域 を一

体の市場 として位置付 け(=グ レータ ・チャイナ構想),IT基 幹 システムの

開発 など急増する需要へのス ピー ドある対応の実現を目指す としている20)(図

23参 照)。

この他にも家電大手が製品の設計 ・開発業務の一部を中国に移管することを

決定 している。 ソニー,パ イオニア,日 立製作所 は音響 ・映像(AV)機 器や

白物家電の開発拠点 を上海に新設 し,松 下電器産業は北京や蘇州にあるR&D

18)「 日本 経 済新 聞」2002年3月11日 付 。 また,こ う した申 国での 開発 に よっ て,国

内 に比 して3～4割 の コス ト削 減効 果 も期待 で きるの だ とい う。

19)「 日本 経 済新 聞」2003年2月24日 付 。

20)「 日本 経済 新 聞」2002年12月10日 付 。
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NECの 東アジア地域の主なシステム開発・

営業拠点NECSINECSI

NECAS北 京本社 大連分公司

北京本社

NECAS

西安分公司

新会社設立

(2003年1月 予定)

北京④

酪上lta

f

広州

婿港

NEC

広聡 所 醜 灘

(出所)「 日本 経済 新 聞」2002年12月10日 付。

図23NEC東 ア ジア 地域 の主 な シス テム開発 ・営業 拠点

拠点で現地の開発要員を10倍 強に増員する計画であるとされる21)。

一方
,自 動車大手で も,ト ヨタ自動車が2003年 を目処にオース トラリアとタ

イに,新 たに乗用車や小型 トラックのR&D拠 点を増設することを発表 してい

る。同社 は,日 本,米 国,欧 州に開発部門を抱 えているが,そ れ以外の地域で

は初の拠点になるという。また,日 産自動車も2003年 に,イ ギリスのロンドン

に車両デザインなどを担当する設計セ ンターを新設することを発表している。

さらに,三 菱自動車工業では,オ ース トラリアのR&D拠 点の機能拡充 と,タ

イに小型 トラックの開発拠点の新設 を決定 している22)。情報サービス大手 に

21)「 日本経 済新 聞」2002年11月10日 付。 また,ソ ニー は,既 存 のAV・ 情 報機i器工

場 を支援 す るため の 「エ ン ジニア リングセ ンター」 を,北 京 にあ る統 括 会社 内 に

開設 す る こと も決 定 して い る。 「日本 経 済新 聞」2002年12月29日 付。

22)「 日本経 済新 聞」2002年12月4日,2003年1月12日 付 。
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負けず劣 らず,自 動車大手 も日 ・米 ・欧にアジアを加えた"世 界4極 イノベー

シ ョン体制"の 構築に余念が無い。

こうした例か らは,確 かに日本多国籍企業が,ア ジアを中心 としたR&D機

能の拡充 を目指 し,さ らにはそうした拠点同士をグローバルR&Dネ ッ トワー

クの中に取 り込んでい く姿が見て取れよう。

しか しなが ら,一 見,充 実 しているように思われる日本多国籍企業の技術開

発戦略進化であるが,そ こには大 きな問題点が隠されているように思われる。

例えば,次 世代のハイテク産業の一つ として注 目を集めるナノテクノロジー

(Nanotechnology)分 野において,確 かに日本は米国に対 して,「光触媒」や

「カーボ ンナノチューブ」,「量子デバイス」などで技術的な比較優位にあると

されている。

しかし,転 じて米国優位 にある技術分野に目を向けると,か つては隆盛を誇

った半導体関連での 日本の凋落振 りが見て取れるのである(表8参 照)23)。1990

年代以降,半 導体の微細化で先端技術の開発競争が激 しくなると,欧 米多国籍

企業は韓国や台湾の半導体企業や様 々なベ ンチャー企業 との提携で技術力を高

めていったのに対 し,日 本多国籍企業はそうした外的成長の世界的な潮流に乗

り遅れ,同 技術分野での遅れを決定的なものとして しまった とされる24)。

また,昨 今注 目を集めるグリッド・コンピューティング(超 高速計算網)の

分野で も,確 かに富士通やNEC,日 立製作所 といった情報サー ビス大手の日

本多国籍企業 も関連のソフ トウェア開発に着手 し始め,NTTデ ータにいたっ

ては世界規模の実験 を開始す るとしてい るが,や は り産官学連携 に長けた

IBMやIntelと いった米国多国籍企業に比べ ると,そ の取 り組みが大幅に出遅

れた感は否めない(表9参 照)25)。

23)「 日本 経済新 聞」2002年6月5日 付。 しか し,こ う した技 術 力比 較 も,未 だ大 学

な どの研 究機 関で の基礎研 究段 階で の もので あ り,実 際 の企 業 に よる技 術 活用 の

段 階 にお いて は,日 本優 位 にあ る技術 分野 で 日本多 国籍 企業 がそ の優位 性 を守 り

切 れ るか ど うか は定 か では ない とされ る。

24)「 日本 経済 新 聞」2002年1月23日 付。

25)「 日本 経済新 聞」2002年2月4日,8月1日 付。また,伊 藤 忠 商事 グ ルー プ も 「グ
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表8ナ ノテク特許に見る日米の技術力

技 術 応 用 分 野

日本優位

光 触 媒 光が当たるだけで汚れが落ち,殺 菌できるタイルや ガラス

カー ボ ンナノチュー ブ 薄型デ ィスプレー,燃 料電池,超 微細 トランジス タ

量 子 デ バ イ ス 超低消費電力で高速の電子デバイス

同 等
DNAチ ッ プ 遺伝子診断,新 薬開発の効率化

MEMS 光通信を高速化するスイッチ,微 小エ ンジン

米国優位
量 子 コ ンピ ュー ター 通信暗号の解読,高 速デー タサーチ,新 薬 の効果予測

自 己 組 織 化 超高密度メモ リー,微 細 な三次元回路

(原注)三 菱総合研究所な どの資料 をもとに整理。

(出所)「 日本経済新聞」2002年6月5日 付。

表9米 国 にお ける グ リ ッ ド ・コン ピュー テ ィング の利 用例

運用主体 目 的

米 カリフォルニア大学
約300万 台 のパ ソ コンを接続 電波望遠鏡 の受信 デー タか ら地球

外生物 を探索する

米 ス タ ン フ ォー ド大 学 約2万 台を接続。たんぱく質の立体構造を調べる

米IBM
米エネルギー省研究所や米有力大学 と組み,大 規模 なグリッ ドシ

ステムを構築

米 イ ン テ ル 約200万 台 を接続 し,研 究機関や大学のがん研究用に活用

米GIMPS 20万 台以上 を接続,ケ タ数が最大の素数を発見

米 エ ン トロ ピ ア 社 約3万 台 を接続,エ イズ治療薬の候補物質 を探索

(出所)「 日本 経 済 新 聞 」2002年8月1日 付,に 筆 者 一 部加 筆 。

では,こ うした事例を総合 した上で,日 本多国籍企業の技術開発戦略上の問

題点を指摘するとすれば,そ れは以下のようにまとめることができるように思

われる。

すなわち,今 回のアンケー ト調査の集計結果や米国多国籍企業との比較分析

リ ッ ド推 進 プロ ジェ ク ト」 を立 ち上 げ,2005年 度 に100億 円規模 の売 り上 げ を 目

標 に,グ リ ッ ド ・コ ンピュー テ ィ ング事 業へ の新 規参 入 を果 た してい る。2003年

2月25日 付。最 近で は,富 士 通 と日立 製作 所,NECが グ リッ ド ・コ ン ピュー テ ィ

ングの 商用 化 に 向け,基 幹 ソ フ トを共 同 開発す る こ とを発 表 してい る。 「日本経

済新 聞」2003年3月6日 付 。
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から,筆 者が日本多国籍企業の技術 開発戦略上の問題点として強 く認識するに

至ったこととは,ま さに1990年 代以降の日本多国籍企業による技術開発戦略進

化の"急 進ぶ り"に ついてである。

つまり,先行する米国多国籍企業 に倣い,1990年 代以降の日本多国籍企業は,

余 りにも急激に多様 な機能をR&D活 動へ と求め過 ぎたために,そ れに対応す

るために必要な組織能力の開発が追い付かず,結 果 として本来のグローバルか

つオープンなイノベーシ ョン ・システムが持つ力を十分 に発揮 し切れないでい

るのではないか,と いうことである。

例えば,21世 紀になっても,日 本多国籍企業の技術開発戦略進化 を支える組

織能力開発には,以 下のような限界が指摘されている現状 にある。すなわち,

今 も日本多国籍企業は,い わゆる 「異文化経営(CrossCulturalManagement)」

の不得手が指摘 され続けてお り,そ の国際経営センスの限界が叫ばれているの

が現状なのである。

海外子会社への権限委譲の遅れや外 国人取締役の割合の低さなど,い わば日

本多国籍企業組織そのものの構造的な改革の遅れが,本 来 「技術開発のグロー

バルマネジメン ト(GlobalManagementofTechnologyDevelopment)26)」 を

目的としたグローバルR&D機 能の活力を奪い,欧 米あるいは一部のアジアの

競合多国籍企業 とのグローバ ルな 「頭脳争奪戦27)」 などにマイナスの作用を

働かせていることは,内 外にも広 く知 られている事実である28)。また,そ う

した組織構造改革の遅れが,産 官学連携や戦略的提携 といった今 日の外的成長

26)こ の 点 に 関 して は,Westney,D,E.,(1998)「ResearchontheGlobalManagement

ofTechnologyDevelopment」 一 橋 大 学 イ ノ ベ ー シ ョ ン 研 究 セ ン タ ー 編

『BusinessReview』 千 倉 書 房 ,August,VoL46,No.1.,を 参 照 の こ と 。 ま た,例

え ば,IBMの 「グ ロ ー バ ルR&Dネ ッ トワ ー ク 」 な ど は,米 国 多 国 籍 企 業 の 「技

術 開 発 の グ ロ ー バ ル マ ネ ジ メ ン ト」 の 最 た る 例 の 一 つ で あ る 。 詳 し くは,林 悼 史

(2002)「 企 業 間 競 争 の グ ロ ー バ ル 化 と特 許 戦 略 一 知 識 資 本 主 義 時 代 の 競 争 優 位 」

組 織 学 会 編 『組 織 科 学 一特 集 ・組 織 化 す る 特 許 戦 略 』 白桃 書 房,Vol,35,No.3,

を参 照 の こ と。

27)「 日本 経 済 新 聞 」2002年5月29日 付 。

28)こ の 点 に 関 して は,吉 原 英 樹(2001)『 国 際 経 営 〔新 版 〕』 有 斐 閣 ア ル マ,第6・

8章,を 参 考 と し た 。



352 商 学 討 究 第54巻 第1号

時代に必要な,技 術開発戦略のバリエーションの幅を狭めていることも事実で

ある29)。

さるOECDの 研究員の言葉に,「 日本 と日本人が持つ創造力の高 さに疑いは

ない。問題はアイデアを生産に結びつけるような,開 かれ,身 軽で,柔 軟にメ

カニズムが欠けていることではないのか30)」,と い うものがある。 この指摘は

そのまま,こ うした日本多国籍企業の技術開発戦略の問題へ と置 き換 えること

が可能であるように思われる。 日本多国籍企業が世界 も認める高いイノベーシ

ョンカを有 しなが ら,具 体的な成果の面では米国多国籍企業の後塵 を拝する結

果にあるのは,や はり技術開発戦略進化を支える組織能力 に問題があると言わ

ざるを得ないであろう。

世界各国か ら優秀な頭脳 を取 り込むことができなければ,す なわち世界中の

技術者 ・研究者が 日本多国籍企業のR&D組 織 に魅力 を感 じることがなけれ

ば,ど んなに日本多国籍企業の技術開発戦略スタイルが進化 しようとも,そ れ

はまさに 「絵 に描いた餅」に過 ぎない。「開かれ,身 軽で,柔 軟」なR&D組

織の開発 こそが,日 本多国籍企業の技術開発戦略上における最大の課題であろ

う。

また,日 本多国籍企業の技術 開発戦略進化に,米 国多国籍企業のそれとは異

なり,一 つ一つの進化に際 しての明確な"必 然性"を 見出し得 ないことも重要

な問題である。つまり,か つての米国多国籍企業の技術開発戦略進化には,技

術管理戦略進化 との因果関係か ら導 き出される,明 確 な進化に際 しての歴史的

29)こ うした点へ の 反省 か ら,日 本 多 国籍企 業 も大学 院 に技 術 者 を講 師 と して派 遣 し,

「技 術経営(ManagementofTechnology:MOT)」 プロ グ ラム を提供 す るこ とで
,

産学 連携 で 人材育 成 に取 り組 む姿勢 を見 せ 始め てい る。「日本 経済新 聞 」2002年11

月4日 付 。 例 え ば,日 本IBM,NEC,新 日鉄 ソ リュー シ ョ ンズ な ど国 内 のIT

関連15社 は今 春,北 海道大 学大 学 院 に共 同 で寄付 講座 を開設 し,教 授,助 教 授 ら

を送 り込 ん で即戦 力 に なる人材 を育 成 し,実 際 に採用 す る計画 を発 表 して い る。

IT15社 に よる寄 付 講座 は,北 大 大 学 院工 学研 究 科 の修 士 課 程 に 開設 され,シ ス

テ ム工 学 とソ フ トウェ ア開発 の 二講 座 で,合 わせ て年 間約1億5,000万 円～3億

5,000万 円 の費用 全額 を,参 加 企業 が負 担す る とい う。「日本経 済新 聞」2003年1

月5日 付 。

30)「 日本経 済新 聞」2002年4月17日 付 。
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必然性(例 えば,FDI依 存体質による国内合理化努力の欠如,日 本や西 ドイ

ツの台頭,等)が 存在 していたのに対 し,日 本多国籍企業のそれにはそうした

必然性を見出 し得ないのである。

この点に関 して穿った見方 をすれば,次 のような推論も成 り立つ。すなわち,

日本多国籍企業はこれまでの技術 開発戦略進化に際して,常 に米国多国籍企業

のそれを先行モデルとして盲 目的に模倣 して きたがために,進 化に際 しての明

確 な必然性 を必要 とせず,そ の結果これまで何 ら相応の組織改善の必要性 も認

識することなく,また具体的なその取 り組みも行ってこなかったのではないか,

というものである。1990年 代以降の急速な技術開発戦略進化の現実 と,そ れに

伴わず遅々として進 まない組織能力改善への取 り組み姿勢からは,こ うした類

推もあながち問違いではないのかも知れない。

では,今 後の日本多国籍企業の進むべ き道 としては,ど のようなものが考え

られるであろうか。筆者の考えでは,や は り最近のアジアを中心 とした技術開

発戦略進化への積極的な取 り組みを契機 に,早 急 にそうした進化に相応する組

織能力開発 を行 うことを挙げたい。中国市場へのアクセスという確固たる目標

が存在 していることもあ り,ア ジアでの技術開発戦略への積極的な取 り組みに

は,日 本多国籍企業にとって明 らかな進化に向けての"必 然性"が 存在 してい

ると考えられ得る。そ して,こ うした取 り組みから初めて,日 本多国籍企業の

技術開発戦略進化は米国モデルの模倣から脱却 し,独 自の進化を手にす ること

がで きるように思われてならない。

前述の半導体産業のケースでも,近年になって半導体大手の東芝や三菱電機,

富士通,NEC,松 下電器産業,ソ ニーらによる,半 導体設計機能の中国シフ

トの動 きが活発化 しつつある とされる31)。 また,最 近では同 じく電機 ・情報

通信大手が,先 端分野での中国の有力企業 との提携を発表するなど,日 中ビジ

ネスの結び付 きは日増 しに強固なものとなりつつある。そして,こ うした動 き

か ら,確 かに日本多国籍企業は,中 国を基点 としたアジア展開において,今 後

31)「 日本 経済 新 聞」2002年1月24日 付 。
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独 自の技術開発戦略進化 を生み出す可能性は十分に高いと言えよう(表10・11

参照)。

しかし一方で,こ うした日本多国籍企業が中国の理工系大学,研 究機関との

提携によって 「共同R&Dセ ンター」などを開設する例は少な く,欧 米多国籍

企業の ような積極性 は未だ見 られていない32)。その理由 として,中 国での産

学協同,技 術提携 に日本勢が消極的な姿勢を崩 さない背景 には,中 国の企業,

機関 と連携 し,共 同事業を立ち上げてい くことへの懐疑,不 安感がある,と の

指摘が存在 している。

つまり,技 術流出,模 倣品の流通などで,こ れまで も日本企業は散々手痛い

目にあってきた経緯から,未 だに中国を完全にはビジネスパー トナーとして信

用で きないというのである33)。 この点に関 しては,技 術開発戦略での考察範

囲を越えてお り,む しろ技術管理戦略での考察部分において詳しく論 じるべ き

であると考える。

4-2.日 本多国籍企業の技術管理戦略上の問題点

比較分析において既に指摘 しているように,日 本多国籍企業の技術管理戦略

進化は,確 かに米国多国籍企業のケース同様,知 的財産権強化の方向にあるこ

とは事実であ り,こ の点 に関 しては共通性が認め られるものの,米 国側のプロ

パテント政策 との連携 といった戦略進化の急展開の事実はなく,こ の点に関し

ては明確 な相違性が認められた。そ して,む しろこうした相違性は,双 方の技

術管理戦略の内容 に大 きな影響を及ぼ している,と 考えられるのである。

32)し か し,最 近 にな って,ソ ニー が2003年 中 に上 海市 に設 置予 定 の半導 体 開発拠 点

で は,現 地 の技 術者 を約50人 雇 用 し,大 学 な どと連 携 しなが ら,AV機 器 や シス

テムLSIの 回路 設計 を行 う と して い る。 ソニ ー に よれ ば,中 国 で は人件 費が 安

い だ けで な く技術 者 の質 も向上 してお り,日 本 と中国 との分 業 開発体 制 の確立 に

よっ て,迅 速 な製 品 化 の メ リ ッ トが あ るの だ とい う。 「日本 経済 新 聞」2003年2

月16日 付 。 また,半 導体 商社 の丸 文 も,2003年 度 中に 中国 ・上海 に 「デザ イ ンセ

ン ター」を設 け,設 計業 務 の外 部委託 先 を大幅 に増 やす こ とを発 表 して い る。「日

本経 済新 聞」2003年3月8日 付 。

33)「 日本経 済新 聞」2002年8月18日 付 。
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表10最 近の中国への生産 ・開発移転の動き
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生 産 拠 点

東芝 2001年4月 ブ ラ ウ ン管 式 デ ジ タ

ルテ レ ビ

遼寧省大連市

三菱電機 2001年 秋 現地企業に生産委託

ソ ニ ー 2001年 末 パ ソ コ ン 江蘇省無錫市

オリンパス光学工業 2002年 春
デ ジタル カメ ラ

広東 省Shenzhen市

三洋電機 2002年4月 広東省東莞市

開 発 拠 点

日立製作所 2001年 末 白物家電の開発 北京市

ソ ニ ー 2002年 春 AV機 器用 ソフ ト 上海市

東芝 2001年 自物家電の商品企画 陳西省西安市

リ コ ー 2001年 夏 中級デジタル複写機

の開発

広 東 省Shenzhen市

キヤ ノ ン 2002年 夏 江蘇省蘇州市

(出所)「 日本経 済新 聞」2002年2月7日 付 。

表11電 機 ・情報大手の主な日中提携

▽東芝(2003年4月)

東韓 団1デ ジタル編 用ソフトを姻 醗

▽NEC(2003年2月)

鞘 技制 鞘 製通信灘 を躰 やアジアで販売

▽松下電器産業(2002年 末)

TCL集 団
TCLが 低価格テ レビを松下 にOEM(相 手先ブラン ドによる生産)供 給。今夏

か らは松下の高級テ レビをTCLが 中国内陸部で販売

▽NEC,パ ナ ソニ ックモ バ イ ル コ ミュニ ケ ー シ ョ ンズ(2002年4月)

鞘 技術1第3世 代携帯臨 の技獺 発

▽三洋電機(2002年1月)

海爾細i洗 融 や掃職 など白物嬬 の相互販売・供給

▽ 日立製作所(2001年)

瀦 集団1日 立がCDMA方 式の麟 醜 機の生産技術を鮪

(原注)カ ッコ内は実施 または公表時期

(出所)「 日本経済新聞」2003年2月19日 付。
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例えば,日 米の 「特許等使用料の収支(2000年)」 を見ると,日 本から米国

への支払い額は約7,791億 円であるのに対 し,米 国から日本が受け取る額は約

5,068億 円となっている34)。また,米 国の 「特許ライセンス収入」だけについ

て見て も,1990年 度の150億 ドルか ら1998年 度には一気 に1千 億 ドルへ と急激

に増加 してお り,今 後5年 間で5千 億 ドルを超す と予想 されている35)。個別

企業の例で見ても,IBMの 特許料収入 は1994年 の3億5千 ドルか ら,2001年

には15億 ドルに急増 しているのに対 し,日 本国内で もトップクラスの技術料収

入を誇る,日 立製作所の1999年 度の実績は445億 円に止まっている36)。

確かに,こ うしたロイヤルティ収入額については,企 業規模や特許流通市場

の問題などで,一 概 に日米の優劣を論じることはで きないであろう。 しか し,

技術管理戦略の本来の 目的である専有の面でも,や はり日本多国籍企業の知的

財産管理能力の低 さは,米 国多国籍企業 と比 して際立っていると言わざるを得

ない。

例えば,経 済産業省が2001年 に,ア ジアで生産する日本企業(=日 本多国i籍

企業)へ 行ったヒアリング調査によると,設 計や製造手法などの技術 ・ノウハ

ウの漏洩が大 きな問題 となっていることが明らかにされたのである。製造技術

は,工 場内の機械の配列や温度の設定などを含めて,長 年の試行錯誤の成果が

凝縮されてお り,そ れが人件費の安い中国などに漏洩すれば,日 本企業の競争

力は根底か ら揺 らぐと考えられている。その意味では,製 品をそっ くり真似る

模造品よりも,そ の被害は深刻であるとされる37)。

34)「 日本 経 済 新 聞 」2002年6月5日 付 。

35)Rivette,K.G.andKline,D.(2000),Rembrandtsintheattic'UnlockingtheHid-

denValueofPatents,HarvardBusinessSchoolPress,p.5.(荒 川 弘 煕 監 修/

NTTデ ー タ技 術 開 発 本 部 訳 『ビ ジ ネ ス モ デ ル 特 許 戦 略 』NTT出 版,2000年,

7～9頁)。

36)「 日本 経 済 新 聞」2002年7月10日,7月25日 付 。 また,IBMの 特 許 戦 略全 般 に

つ い ては,林(2002),前 掲 論文,を 参照 の こ と。

37)「 日本経 済新 聞」2002年4月10日 付。 また,2003年 に同様 な ア ンケー ト調査 を経済

産業 省が行 ってい るが,そ れ による と金型 図面や加工 デー タを顧 客が無 断 で海外 に

おいて流用 す るケース は,同 省の指針 発表 な どの効果 によ り,か つ ての約 四割 か ら

約 一割へ と,よ うや く減少 した としてい る。 「日本経済新 聞」2003年3月8日 付 。
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このように日本多国籍企業の技術管理戦略進化は,方 向性こそ米国多国籍企業

のそれと同じであるが,そ の具体的な中身は大 きく異なってお り,と くにアジア

での製造技術の漏洩問題では,日 本側の基本的な知的財産管理能力の欠如の実態

が明 らかにされている現状 にある。つ まり,そ の意味では日本多国籍企業の技術

管理戦略進化は,米 国多国籍企業のそれと比 して見れば,知 的財産管理強化 とい

う線上において到底,進 化 してきたとは言えない状況にあるのである。

では,こ うした日本多国籍企業の技術管理戦略進化の実効性の低 さは,一 体

何がその原因であったと考えられるであろうか。この点に関して,一 般的に指

摘されることは,以 下のようなものが多い。

すなわち,米 国では,株 主 も企業の持つ知的財産の価値 を重視 してお り,ト

ップマネジメントはその漏洩防止に神経質にならざるを得 ない。 これに対 し,

多 くの日本多国籍企業の経営者は,知 的財産管理を担当部署に任せ切 りで,自

社が どういう知的財産を保有 しているのか把握 している企業は一握 りに過 ぎな

い,の だという38)。こうした経営 トップの知的財産管理に対する認識の甘 さが,

日本多国籍企業の技術競争力の源泉である製造技術 といった工程革新知識の漏

洩を助長させている,と 一般には考えられているのである。

例えば,日 本経済新聞社のインタヴューに答え,英BTG会 長のイアン ・ハー

ベイ氏は,米 ・英と日本の企業の特許戦略の差について,次 のように指摘 して

いる。

「日本企業の大半は,な ぜ特許 を取るのか,取 った特許をどう使 うのか,深

く考えていない。特許 に関する戦略的思考が欠けている。例 えば米IBMに は

38)同 上。 これ に対 して,一 方 の アジ ア企 業側 で は,日 本 人技術 者 の持つ 熟練 技 能や

暗 黙知 を狙 って,取 り込み を強 めて い る とされ る。 つ ま り,退 職 した 日本 人技 術

者 の採 用 や現職 の技 術者 をヘ ッ ドハ ンテ ィングす る こ とで,日 本 多 国籍企 業 の工

程 革新 知識 を獲 得 しよ うと して い るので あ る。 こ うした技術 流 出 を警 戒 し,日 本

多 国籍 企業 も退 職者 に守 秘 義務 契約へ の署 名 を求 め るな ど対 策 に乗 り出 して い る

とされ る。「日本 経済 新 聞」2002年10月22日 付 。その 意味 で は,日 本多 国籍 企業 は,

早 急 に海外 技術 者 に とって だ けで な く,日 本 人技術 者 に とって も魅力 あ る組織 作

りに着 手 し始 め なけれ ば,現 在 の技術 優位 レベ ル さえ も維持 し得 な い状況 に陥 る

危 険性 が あ る と言 え よ う。
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特許専門の弁護士がた くさんいる。他社にライセ ンスす るための特許か,ラ イ

バル企業 と法廷で戦 うための特許か。 目的に合わせて書類 を書 く。その域に達

している日本企業は少ない」。

そして,こ うした窮状への対策として,同 氏は 「まず,経 営 トップが知財権管

理の最高責任者となり,責任体制を明確にすることが大切」と,指 摘 している39)。

つまり,日 本多国籍企業の技術管理戦略進化が,い わば上辺だけの進化であ

り,そ の実効性が欧米に比 して低いレベルにある原因としては,や は り知的財

産管理のための根本的な組織能力の欠如を指摘 し得るのである。 しか し,問 題

はそれだけではない。 日本多国籍企業の技術管理戦略上の問題点は,組 織能力

だけではなく,そ の戦略方針その ものにも内在 していると考えられる。

例えば,日 本企業は長 く,自 社のイノベーション成果を特許権化する際にも,

その目的をライバル企業 との トラブルを避け,単 に保有 ・保護する観点か らの

みに据えてきたとされる40)。しか しなが ら,今 日の国際競争で優位 に立つには,

他社に積極的にライセ ンシングを行 うことや,場 合によっては訴訟を起こして

賠償金を請求するなど,特 許権を戦略的に活用する必要があると考えられてい

る41)。

つま り,日 本多国籍企業の技術管理戦略(こ こでの特許戦略)は,確 かに知

的財産管理強化の方向性を打ち出 してはいたものの,そ の方向が世界的潮流の

"攻め中心"で はな く
,"守 り中心"で あった点 に問題があったのである。そ

の意味では,日 本多国籍企業の技術管理戦略進化は,い わば時代 の流れに逆行

39)「 日本経 済新 聞」2002年6月13日 付 。

40)工 業 所 有権 総合 情 報館 が,日 本 企業 の特 許 出願 上 位300社 を対 象 に実 施 した2001

年度 調査 によ る と,「特 許 を利 用 して いない 理 由(複 数 回答)」 と して 「他者 に権

利 を取 られ る と困 るた め 出願 した」 とい う回答が,「 情勢(業 績,経 営 方針,市

場 な ど)が 変 化 した」 とい う回答 とと もに,46%と 最 も多 か った こ とが 明 らか に

され て いる。 「日本 経 済新 聞」2003年2月9日 付。

41)「 日本経 済新 聞」2002年7月28日 付 。 例 えば,HamelandPrahaldは,特 許 権 な

どの知 的財産 権 その もの は単 な るモ ノに過 ぎず,そ れ を管 理す る能 力(例 えば,

特 許 ポ ー トフ ォ リオ の保全 ・拡 充)が 備 わ って こそ,初 めて コア ・コ ンピタ ンス

と呼 び得 る,と して い る。 この点 に 関 して は,HamelandPrahalad,(1994),op.

cit.,p.207.(邦 訳,330頁),を 参照 の こ と。
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表12米 国多国籍企業の代表的なss攻撃型"特 許戦略

種 類 内 容 代表的な採用企業

市場独占戦略
知的財産権の本来の性質である市場独占により高収

益を確保する戦略

ポ ラロ イ ド社,3M社,イ

ンテル社

製造業型ライセ

ンス戦略

自らメーカー として特許製品 を製造 しなが ら,同 時

に他社 に対 してラ イセ ンスを許諾 し,ロ イヤルテ ィ

収入 を獲得す る戦略

テ キサ ス ・イ ンス ツル メ ン

ツ社,ゼ ロ ックス社

特許管理会社型

ライセ ンス戦略

特許 を買 い集 め,多 数の製造業社 に特 許ライセ ンス

を売 り込 むこ とで,ロ イヤル ティ収入 を得 る戦略

リ フ ァ ック社,レ メ ル ソ ン ・

フ ァ ウ ン デ ー シ ョ ン,ギ ル

バ ー ト ・ハ イ ア ッ ト

標準化型ライセ

ンス戦略

ため に,比 較 的に低 率で ライセ ンスを業 界内に広 く

許諾 し,自 社 の規格 を標準化 させ ることで,市 場 に

おけ る支配力 を長期 にわた って維持す る戦 略

IBM,マ イ ク ロ ソ フ ト,モ

トロー ラ

(出所)ヘ ン リー幸田(2000)『 解説 ・ビジネス特許一21世 紀の 国際ビ ジネスを動 かす もの とは?』

ILS出 版,68～90頁,を 参考 とし筆者作成。

す る進化であったと言わざるを得ない(表12参 照)。

こうした指摘を受け,日 本多国i籍企業側も昨今,抜 本的な組織改善への取 り

組み姿勢を見せ始めている。

例 えば,日 立製作所 は2000年10月 に知的財産権部門に新たに独立採算制 を導

入 してお り,ソ ニーは関連部門の社員を現行の約250人 体制か ら約300人 体制へ

と増強 しているとされる。ソニーでは,2000年4月 よりビジネスモデル特許を

専門に取 り扱 う組織や,最 新の特許事情 を調査 ・研究する組織を新たに設けて

お り,こ れに急増する海外での特許出願件数への対応の面か ら,増 員を決定し

たという。

また,日 本多国籍企業における知的財産管理のパ イオニアであるキヤノンも,

これまでは知的財産権の全てを日本の知的財産法務が一括で管理 してきたが,

新たに米国と欧州の統括拠点に専従組織を設置 している。知的財産権を専門的

に担当する社員を常駐 させることで,海 外での特許取得や交渉などを迅速化す

る狙いがあるのだ という42)。

42)「 日本 経済 新 聞」2002年7月25日 付 。
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そ して,青 色発光ダイオー ド(LED)訴 訟で有名 となった,日 本企業の職

務発明制度改善への動 きとしても,三 菱化学が研究者を対象に一件当た り最高

2億5千 万円の特許報奨制度の2002年 度の導入を決定するなど,次 第にその取

り組みが形となって現れ始めている。今回の三菱化学の報奨額は,日 本企業で

は最高水準であるという43)。

こうした背景には,深 刻なデフレ不況の中で国内収益を確保 し,さ らには国

際的な技術競争を勝 ち抜 くために,優 れた特許に貢献した研究者の選定基準を

明確にし,イ ノベーションカの底上げを図る狙いとともに,特 許報酬を巡る不

満か ら前述 の青色LED訴 訟の中村修二氏(現 ・カリフォルニア大学サ ンタ

バーバラ校教授)の ケースに見 られるような,企 業 と研究者の係争や人材流出

への対策 としての一面があるとされる44)。

さらに,三 菱化学では2000年7月 に,米 マサチューセッツ工科大学(MIT)

のジョージ ・ステファノポーラス教授 を前出のCIPOに 近い 「最高技術責任者

(ChiefTechnologyOfficer:CTO)」 に迎え入れるなど,知 的財産管理及 び

R&D体 制の抜本的な強化 に取 り組み始めているとされる45)。

このように,日本多国籍企業の知的財産管理強化 に向けた地道な努力が,徐 々

にではあるが確認され始めている。 しか し,こ うした組織改善や トップマネジ

メントの意識改革 といった努力にも拘 らず,や はり日本多国籍企業の技術管理

戦略上の問題の根は深 く,そ の抜本的な解決の道程は険しい と言わざるを得 な

い。なぜならば,本 来,こ うした技術管理戦略進化には,米 国の例 を挙げるま

43)こ の他 に も,オ ム ロ ンや持 田製 薬が1億 円 を上 限 とした特 許報奨 制 度 を導 入 して

お り,住 友 化学 工業 や旭 化成 も1千 万 円程 度 を上 限 に同制 度 を実 施 して い る とさ

れ る。 「日本 経済 新 聞」2001年12月18日 付 。 しか し,最 近 で は,こ う した 報酬 額

の上 限 を撤 廃す る動 き も広 が りを見せ つ つあ る。代 表 的な企 業 としては,住 友 金

属 鉱 山,新 日本 製鉄,藤 沢薬 品工 業,三 菱 ウェ ルフ ァーマ,ホ ンダ,な どが挙 げ

られ る。 「日本 経済 新 聞」2003年1月27日 付 。

44)「 日本 経 済新 聞」2001年12月18日 付。

45)同 上。 また,三 菱 電機 も2002年 に入 り 「IP(知 的 資産)ベ ース戦 略」 を成 長戦 略

に掲 げ るな ど,次 第 に 日本多 国籍 企業 もプ ロパ テ ン ト的思考 を重 視 しつつ あ る と

言 える。 「日本経 済 新 聞」2003年1月17日 付 。
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で もなく,企 業 自身の組織能力開発 といった側面だけでな く,国 を挙げてのバ

ックァップ体制の整備 という側面 もまた,非 常に重要であると考えられるから、

である。

すなわち,米 国多国籍企業 はプロパテ ント政策の実施を背景に,自 らの知的

財産管理能力を高めていった一方で,こ うした企業努力 を最大限に活かすべ く,

時の米国政府 も米国国内の知的財産関連法の整備 とともに,国 外での知的財産

権保護に関する外交政策を強化するなど,常 にバ ックアップを惜 しまなかった

とされているのである。

代表的な成果 として,1983年 の 「大統領産業競争力委員会」の設置,1982年

の 「CAFC(連 邦巡回区訴訟裁判所)」 の設立,1985年 の 「ヤ ング ・レポー ト」

の発表,1988年 の 「包括通商競争力法」の改定,な どが挙げられよう。こうし

た政府のサポー トによって,米 国多国籍企業の技術管理戦略は,高 い実効性を

伴いなが ら着実に進化することが可能となったとされているのである46)。

国内外での強力な法的拘束力によってグローバルな専有 を実現 し,さ らには

21世紀の外的成長時代において も,い わゆる 「無形資産経営47)」 による企業

価値の実現 に成功 し続けているとされる米国多国籍企業に対 し,日 本多国籍企

業は,前 述の通 り,日 本独 自のスタンスを固辞す ることで世界的なプロパテン

ト化の潮流 を無視 し,ま た日本政府による政策上のバ ックア ップもなかったた

め,結 果 として今 日に必要 とされる技術管理戦略進化への研鐙を大 きく怠って

きた と考えられるのである48)。

46)米 国多 国籍 企 業 の技術 管 理 戦 略全 般 に関 して は,拙 稿(1999～2001)「 現 代 多 国

籍企 業 の技術 管 理戦 略 とMNE理 論(1)～(7)」 『商学 討 究』(小 樽 商科 大学)第49巻

第4号 ～ 第51巻 第2・3号,第52巻 第2・3号,を 参照 の こ と。

47)こ の点 に関 して は,加 賀 谷 哲之 ・伊 藤 邦雄(2002)「 企業 価値 経 営論(3)」一橋 大

学 イ ノベー シ ョン研 究セ ンター編 『一橋 ビ ジネス レ ビュー』SUM.(50巻1号),

を参 考 と した。

48)そ もそ も,米 国 の プロパ テ ン ト政 策 も,そ の始 ま りは米 国多 国籍 企業 に よる政 府

へ の進言 で あ った と され,こ う した ロ ビー活動 努力 が 日本 多 国籍 企業側 に欠 けて

い た感 は否 め ない。 この点 に関 して は,下 田博次(1992)「 米 国 ・知 的権 利 交 渉

のパ ワース トラ クチ ュ アー」下 田博次 編著 『知 的所 有権 の恐 怖 一日米知 あげ戦 略』

にっか ん書房,187～197頁,を 参 照の こと。
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日本多国籍企業の中には,こ うした状況に危機憾 を持つ企業 も少な くはなか

ったが,そ の多 くは変革を恐れ,現 状に甘ん じる姿勢を崩 さなかったとされる。

そのため,今 や 日本多国籍企業は,ビ ジネスモデルや遺伝子 など技術の進展に

伴 う,新 しい国富の源泉をいち早 く特許権化する米国多国籍企業を「前門の虎」

とし,生 産拠点か ら漏洩す る日本の製造技術 を吸収 ・学習(=learningby

doing,あ るいは1earningbyusing)し,着 実に日本 との技術格差 を縮小 しつ

つある中国等のアジア企業を 「後門の狼」 とする,ま さに危機的状態に追い込

まれているとさえ言われている49)。

そして,こ うした危機的状況は,と くに日本多国籍企業がアジアでの生産シ

フ トに力を入れつつある現在,よ り深刻 さを増す可能性が高 まりつつあるとさ

れる。 なぜならば,中 国市場での生産委託先の囲い込み競争が激化する中で,

日本多国籍企業はこれ まで秘匿 し続けてきた中核技術 さえも,敢 えて中国企業

に供与する必要性が出てきているとされるからである。

例えば,2003年 度にも日本の家電大手は,欧 米メーカーによるライセンシン

グや中国企業の独 自開発が見込まれる分野を対象 として,先 手を打 って中国企

業に中核技術 を供与することで,自 社 ブランドの生産委託先を確保することを

決定 しているとされる50)(表13参 照)。

欧米勢の進出や現地企業の技術力向上が 目立ち始める中国で,近 い将来に技

術水準が追い付かれる現在の中核技術分野は,自 社展開にこだわるよりも,競

合する現地企業をパー トナーとして囲い込んだ方が得策である,と の日本多国

籍企業の判断は正 しい ものであろう51)。日本多国籍企業 自らが拠点を新設す

るよりも,素 早 く量産体制確立で きる上 に,数 十億か ら百億円の工場建設費 も

49)経 済 産業省 が2002年 に行 った調 査 に よる と,海 外 進 出 してい る 日本 企業 の約 半 数

が 「5年 後 には 中国企 業 の技 術 力が 日本 を上 回るか,同 水 準 に達す る」.と予 想 し

て いる とい う。 「日本経 済新 聞」2002年6月5日 付 。

50)「 日本 経 済新 聞」2002年5月8日 付 。

51)し か し,一 方 で は有望 分野 で は技 術 供与 をせ ず,自 社 で の独 占 を狙 う特 許戦 略 も

重 要 であ る。 こう した戦略 の例 と して は,日 立製 作所 の 「フラ ッグ シ ップ特 許活

動 」 が挙 げ られ る。 「日本経 済新 聞」2002年8月23日 付 。
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表13日 本電機大手の中国メーカーへの主な技術供与

製 品 供与先企業

日 立 製 作 所
携帯電話 海信集団(山 東省)

プロ ジェ クシ ョンテ レビ 検討中

東 芝

冷蔵庫 西安長嶺氷箱(陳 西省)

洗濯機 小鴨集団(山 東省)

電子 レ ンジ, 保温がま 広東美的集団(広 東省)

エ ア コ ンな ど 検討中

三 菱 電 機
冷蔵庫 上海上菱電器(上 海市)

同上 中国雪櫃実業(広 東省)

松 下 電 器 産 業 デ ジ タルテ レビな ど TCL集 団(広 東 省)

三 洋 電 機 二次 電池,液 晶 な ど 海爾集団(山 東省)

(出所)「 日本 経済 新 聞」2002年5月8日 付 。

節約することが可能 となるとされる52)。

確かに,日 本が先行する中核技術 まで も供与することは,相 手先企業の技術

水準を高め,結 果的に日本企業の技術競争力が失われる危険性が高いことは明

白である。そ もそも模倣品の製造 ・販売によって,日 本のブランドやデザイン

の価値 を破壊する(つ まり,商 標権や意匠権の侵害)中 国企業 も後 を絶たない

状況にあ り,こ こにさらに進出先での技術漏洩 ・流出の問題が重なることによ

って,日 本多国籍企業の苦悩 はより一層深刻なものとな りつつある。その意味

では,前 出の 日本企業による中国でのビジネス展開における 「懐疑,不 安感」

も,致 し方ないことなのかも知れない。

しかし,こ うした外的成長志向へ と考え方を改めなければ,積 極的に現地企

業 との連携 を図る欧米メーカー との競争に敗れ,21世 紀の中国市場における日

本多国籍企業の入 り込む余地は,確 実に失われてしまうとも考えられてお り,

52)「 日本経 済 新 聞」2002年5月8日 付 。
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もはや中国ビジネスにおいて後戻 りはできない とされる。

だか らこそ,日 本多国籍企業は,供 与先以外への技術流出を防ぎ,迂 回発明

を阻止するためにも,製 造技術のノウハ ウや工程革新知識,特 許権 といった知

的財産権の管理体制強化 を何 よりも急がなければならず,ま たそうした企業努

力 をサポー トする手立てを,政 府 も早急 に実現する必要があると考えられるの

である53)。

例 えば,日 本貿易振興会(ジ ェ トロ)北 京センターの調査によると,中 国で

模倣品の被害を受けている日本企業の四割が,製 造元の中国企業に対 し損害賠

償請求などの民事訴訟を検討 しているとされる54)。しかし,今 日の中国ビジ

ネスは厳 しさを増 してお り,そ うした中で日本多国籍企業の自助努力にも限界

があると考え られ,む しろ模倣品対策などで 日本政府による中国当局への断固

たる対応が望まれる。

最近になって,よ うや く中国の警察当局も,コ ピー商品に対する日本企業の

刑事告訴を受理 し始めてお り,好 転の兆 しも徐々にではあるが見え始めてきて

いる55)。

一方 ,国 内の動 きとしても,こ れまでの 「模倣品放置国家56)」 といった汚

名 を返上すべ く,日 本政府 も現在の小泉政権下において"日 本版プロパテン ト

政策"の 実施を決定 し,そ の中枢機関 として 「知的財産戦略会議57)」 を新設

している。そ して,こ こか ら2002年7月 には 「知的財産戦略大綱58)」 が,12

月には 「知的財産基本法(平 成14年 法律第122号)59)」 が,そ れぞれ完成する

53)中 国 にお け る模 造 品被 害 の実 態 と 日本 企業 の 対処 状 況 につ いて は,「 日経 ビ ジネ

ス」2003年2月10日 号,116～125頁,を 参 照の こと。

54)「 日本 経 済 新 聞 」2003年2月24日 付 。

55)「 日本 経 済 新 聞 」2002年12月19日 付 。

56)「 日本 経 済 新 聞 」2002年2月13日 付 。

57)「 知 的 財 産 戦 略 会 議i」 ホ ー ム ペ ー ジ(URLhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/

index.html)。

58)「 知 的 財 産 戦 略 大 綱 」 ホ ー ム ペ …一一ジ(URLhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/

kettei/020703taikou.htm1)。

59)「 知 的 財 産 基 本 法 」 ホー ム ペ ー ジ(URLhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/

hourei/021204kihon.html)。
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図24知 的財産戦略大綱(概 要)
『知的財産戦略大綱』のポ イン ト

搬鞠財鷹驚團の獺 舞

「知的財産立国」 とは,知 的財産 をも

とに,製 品やサービスの高付加価値化

を進め,経 済 ・社会の活性化を図る国

づくり。

噸麟懸醗 齪

親講と縢題

●我が国の産業競争力低下への懸念

●知的創造サイクルの確立の必要性

365

鍵親に露骨海戦略

知的財産に関する総合
的な取組が必要。

ω 創造戦略

② 保護戦略

(3♪活用戦略

(4)人 的基盤の充実

1短 鰍 戯 團に蘭 繕 鵜 論 層'層ll

政府 一体 とな って,2005年 度
までに集中的 ・計画的 に遂 行

謙讐鵜

○知的創造サイクルの活性化

という国家目標(基本方針)

の確立

○「知的財産戦略本部(仮称)」

の設置

○「知的財産戦略計画(仮称)」

の策定 等

臭体釣狩動獣鐡

1.知 的財産の創造 の推進

○大学 ・企業における知的財産創出

○創造性を育む教育 ・研究人材の充実

2.知 的財産の保護 の強化

○迅速かつ的確な審査・審判

○実質的な 「特許裁判所」機能の創出

○模倣品・海賊版対策の強化

○国際的な制度調和と協力の促進

○営業秘密の保護強化

○新分野等における知的財産の保護

3.知 的財産の活用の促進

○大学等からの技術移転の促進

○知的財産の評価と活用

4.人 的基盤の充実

○専門人材の養成

○国民の知的財産意識の向上

(注)今後,改革の過程て追加・充実があり得る。
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図24知 的財産戦略大綱(概 要)

塁繍 灘灘 灘 雛購 灘慧馨難
,1劉

○ 「世界特 許」 に向 けた取 組 の強化

日米での調査結果等の相互利用(2002年 中に検討開始)

迅速 ・的確な特許審査のための計画策定(2002年 度中)

○実質的な 「特許裁判所」機能の創出

○模 倣品 ・海 賊版 等 の対策 の強 化

侵害品に対する国境措置の強化(2004年 度までに法制面 ・運用面 を改善)

外交交渉等を通じた働きかけの強化(2002年 度以降)

○営業秘密の保護強化

○ 大学 の知 的財 産 の創 出,管 理機 能 の強化

企業等の協力で戦略的に知的財産を創出する制度(2003年 度までに構築)

全国数十程度の大学に 「知的財産本部」を整備(2003年 度までに開始)

○知 的財産 専 門人材 の養成

法科大学院における知的財産教育の充実(2004年 度から学生受入開始予定)

(出 所)「 知 的 財 産 戦 略 大 綱(概 要)」 ホ ー ム ペ ー ジ(URLhttp://www.

kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703gaiyou.html,nygaiyou _2.htmL
一
gaiyou_3.html)

に至っている(図24参 照)。

また,2002年 末には,特 許庁が特許紛争 ・審理の期間を従来の半分程度に短

縮する方針 を打ち出 している60)。 さらに,2003年 に入 り,日 本版CAFCと も

言 うべき 「知財裁判専門の高等裁判所(知 財高裁)61)」 の新設(2006年 前後の

新設を目処に検討開始)や,企 業が持つ知的財産の価値を投資家が判断するた

めの 「知的財産報告書制度62)」の導入(2004年 度 より大手企業数社が作成予定)

の動 きも認め られる(表14参 照)。

60)「 日本経 済新 聞」2002年12月28日 付 。

61)「 日本経 済新 聞」・2003年1月15日 付 。

62)「 日本経 済新 聞」2003年1月25日 付 。
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表14知 的財産報告書の開示情報例

開示基準 具体的内容

中核技術とビジネスモデル 分野別の研究開発投資額,将 来性の予測

知的財産の概要 特許権など主要な知的財産の内容,用 途や潜在的用途

技術の市場性 保有技術の内容,用 途,潜 在顧客,市 場の潜在可能性

技術流出防止,企 業秘密保護の指針

知的財産に関する収益費用 特許権収入の推移,特 許権維持に必要な費用

リスク情報 主要特許の期限,知 的財産侵害に対する法的措置の有無や内容

(出所)「 日本経済新 聞」2003年1月25日 付。

このように,米 国に遅れること約20年,よ うや く日本 も無形資産経営 を重視

したプロパテント時代に突入することとなったのである。しかし,重 要な点は,

こうした政策や法律の整備事実ではな く,あ くまでこれらの施策が実際の企業

戦略 との連携の中で効果を上げるかどうかであり,一 連の日本版プロパテ ント

政策の成功の可否は,や は り今後の日本多国籍企業の技術管理戦略の具体的な

成果に委ね られていると言 えよう。

その意味で も,日 本多国籍企業の技術管理戦略進化は,今 まさにスター トラ

インに立 ったばか りである63)。

最後に,日 本多国籍企業の技術管理戦略進化における,"必 然性'の 問題につ

いて触れてお きたい。なぜならば,か つての米国多国籍企業の技術管理戦略進

化には,技 術 開発戦略進化 との因果関係か ら導 き出される,明 確な進化 に際 し

ての歴史的背景(例 えば,ソ フ トウェアの開発,等)が 存在 していたからである。

その意味では,日 本多国籍企業の技術管理戦略進化には,今 日のプロパテン

ト化へ と繋がるような進化の必然性を見出し得ず,や はりこの点に知的財産管

理能力の実効性の低さの要因を求められ得るのである。つまり,日 本多国籍企

63)学 界 にお いて も知 的財産 権戦 略 の研 究 は,ま さ にス ター トライ ンに立 っ たばか り

で もあ る。なぜ な らば,我 が 国 におけ る戦略 的 な側面 か らの知 的財 産権研 究 は,「知

的財 産権が 経営 戦 略 に とっての制 度 的与件 と して扱 わ れ,そ れへ の組 織 的対応 は

新 製 品開発 の補 完 的機 能 と して のみ 関心 の対 象 と され て きた」 か らであ る。永 田

晃 也(2002)「 特 集 『組織 化 す る特 許 戦略 』 に寄 せ て」組 織 学会 編,前 掲雑 誌,

白桃書 房,Vol.35,No.3,2頁 。
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業は,実 質的には技術管理戦略進化の方向性 を長 く見誤 っていたのであり,こ

うした企業の トップマネジメント及び政府による戦略判断 ミスによって,進 化

の必然性をもまた長 く見失ってしまっていた,と 結論付 けられるのである。

しか し,ハ イテク特許の囲い込みを進める欧米 と漏洩技術の学習を進めるア

ジアへの対抗措置 として,今 日の日本多国籍企業が,も はやプロパテ ントを基

調 とする技術管理戦略を不可欠 とし,相 応の組織能力開発 に乗 り出 しているこ

とは,前 述の通 りである。また,そ こには,技 術管理戦略進化に際 しての明確

な"必 然性"が 存在 している。

その意味では,日 本多国籍企業の技術管理戦略進化が,今 後,日 本独 自のプ

ロパテン ト理念 に基づ き,新 たな展開を見せ始めることに大いに期待 したい。

5.お わ り に

日本経済新聞社が2002年11月 上旬に行ったアンケー ト調査によると,日 本の

大企業経営者の8割 近 くは,技 術開発力を中心に国際競争力を高める考えにあ

ることが明 らかにされている。アンケー ト結果では,「20年後の日本の産業力(富

を生み出す力)を 支えている基本要素」 という質問項 目に対 し,「技術開発力」

(95.3%)と 「知的資産」(88.7%)を 回答に挙げる経営者が,群 を抜いて多

かったとい う64)。

つまり,こ うした調査か らも,日 本多国籍企業の トップマネジメン トの多 く

が,技 術開発戦略 と技術管理戦略を重要視していることを理解できるのである。

そして,確 かに日本多国籍企業は,そ うした技術戦略 を進化させることで競争

優位性を獲得 し,そ れを 「20年後」も変わらずに持続 させることを目標に,日 々

奮闘 している。 しか し,本 稿での考察から明らかにされた通 り,日 本多国籍企

業が技術戦略進化か ら"持 続的競争優位性"を 獲得 しているとは,言 い難い状

況にある。

64)「 日本 経 済新 聞」2002年11月29日 付 。
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前述の通 り,"持 続的競争優位性"の 実現に際 して,そ の二大構成要素であ

る"模 倣困難性の確立"と"組 織能力の改善"と いう観点か ら見ると,米 国多

国籍企業の場合 は,そ の技術戦略進化が 自らの固有の歩みに根差 した歴史的必

然性の中から生み出されてきたため,そ の模倣困難性が非常に高いものになっ

ていると考えられる。

また,確 固とした技術戦略進化への"必 然性"が あるが故に,そ うした進化

を実現するために必要な相応の組織能力改善へのインセンティブも当然強 く働

き,ま たそうした弛 まぬ努力が 自社の成功 を維持せ しめることを組織 自身 も学

習するため,よ り一層,組 織能力改善の行い易い組織風土や企業文化が形成 さ

れると考えられる。そしてこうしたメカニズムにより,模 倣困難性が高 く,組

織能力改善に富んだ米国多国籍企業の技術戦略進化は,"持 続的競争優位性"

へ と昇華 し得たのではないだろうか。

一方,日 本多国籍企業の場合は,そ の技術戦略進化が総じて米国型スタイル

を基本的に踏襲した ものとなっている。 しかし,そ うした表面的な形式だけを

模倣 して も,そ れぞれの技術戦略が何故に進化 したのかという必然性が不明瞭

なため,相 応の組織能力改善へのインセンティブも生まれ難 く,結 果的に日本

多国籍企業は技術戦略進化 によって持続的競争優位性を十分に獲得 し得ないま

まにあると考えられる。

つ まり,進 化 した技術戦略のスタイルは模倣することが可能でも,そ うした

進化 を促 した固有の企業体験=進 化の歴史的背景までをも模倣することは不可

能なため,目 指すべ きスタイルを動かす組織の仕組みを新たに構築するための,

前述の通 り,肝 心の組織能力改善の努力が伴わないと考えられるのである。

では,そ もそも何故に,日 本多国籍企業は自らの技術戦略進化において,米

国型モデルを模倣するのであろうか。それは,や はり日本多国籍企業の全体的

な技術戦略の目指す方向が,米 国多国籍企業のそれ と基本的に同じものである

からであろう。

例 えば,米 国多国籍企業 を代表するIBMは,1990年 代にはアジアの台頭に

よってモノやサービスの価格が世界的に低下し,こ こから利益を得ることが難
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しいと判断。こうした分野 を積極的にアジァ企業への生産委託へ と振 り分け,

今度は保有特許の再評価など知的財産を新たな武器に,莫 大なロイヤルティ収

入を得 る戦略を展開 し,大 きな成功を収めているとされる65)。

また,デ ュポンも,デ フレ下に製品を販売するだけでは成長に限界があると

し,技 術やノウハ ウなどの社内に蓄積 した知的財産を,積 極的に販売する戦略

を展開しているとされる66)。そして,こ うした米国多国籍企業の動きを先例 に,

NECや 旭化成 といった 日本多国籍企業が,同 じくロイヤルティ収入を重視 し

た技術戦略を重視 し始めていることは,周 知の事実である67)。

そ して,こ うした日本多国籍企業の行動,す なわち米国型の技術戦略モデル

への追随は,模 倣行為それ自体 に関しては議論の余地があるものの,「知識資

本主義(KnowledgeCapitalism)」 と呼ばれる現在において,そ の方向性 とし

ては決 して間違ってはいないと思われる。 しか し,こ うした米国多国籍企業の

技術戦略追随を正当化 しようとするのであれば,や はり日本多国籍企業の トッ

プマネジメン トは,自 らの組織全体が納得 して相応の能力改善を行い得 るだけ

の,技 術戦略進化の"必 然性"を 何 よりも明確にする必要があると思われる。

そして,前 述の通 り,そ うした"必 然性"は 日本多国籍企業の対アジア戦略の

中で,今 後十分に見出 し得る可能性が高いと考えられる。

その意味では,日 本多国籍企業が自らの固有の歴史を再認識 し,そ こから必

然性を持った技術戦略の進化の道筋を見出 し,そ うした進化を実現すべ く組織

能力改善に勤 しむならば,そ うした企業努力は必ず"持 続的競争優位性"へ と

昇華する,と 考えることは十分可能ではないだろうか。

(完)

65)「 日本経 済新 聞」2002年8月23日 付 。

66)「 日本経 済新 聞」2003年2月11日 付 。

67)「 日本経 済新 聞」2003年2月9日 付 。 また,こ う した米 国型 モデ ルへ の追随 は,

技術 戦略 だ け に止 ま らない。例 えば,2003年 に入 り,ソ ニー,日 立 製作 所,東 芝

とい った 日本 多 国籍企 業 は,社 外取 締役 を重視 す る 「米 国型経 営 モデ ル」 の導入

を決定 して い る。 これ は,資 本 市場 の グ ローバ ル化 に伴 う海外投 資家へ の配 慮 と

して,経 営 の透 明性 を高 め る観 点 か らの改革 で ある と され る。「日本 経済 新 聞」2003

年2月3日 付 。



日本多国籍企業の技術戦略進化とその問題点(下)37Z

謝辞 本稿の執筆に際して,ア ンケート調査に御協力いただきました日本多国籍企

業各社の担当者の皆様には,書面上ではありますが,心 より御礼申し上げます。

また,ア ンケート調査の発送先につきましては,「神戸大学経済経営研究所多

国籍企業データベース(東 洋経済新報社 『海外進出企業ファイルデータ』)」を

利用させていただきました。データベース利用に際しまして,利 用申請を承諾

して頂きました神戸大学経済研究所 ・政策研究リエゾンセンター ・企業情報分

析資料室及び同センター長 ・西島章次様には,同 じく書面上ではありますが,

心より御礼申し上げます。

付 記 本稿 は,2001年 度 ・文 部科 学省 科学研 究費補 助 金 ・奨励研 究(A)「 米 国IT多

国籍 企 業 の イ ンター ネ ッ トを利 用 した特 許 ポー トフォ リオ戦 略 の研 究」(課 題

番号13730081)の 研 究 成果 の 一部 であ る。


